
議案第 112 号 

 

 

令 和 ４ 年 度 屋 久 島 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ９ 号 ） 

 

 

令和４年度屋久島町の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 509,413 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

12,539,297 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」

による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の追加は「第４表 地方債補正」による。 

 

令 和 ４ 年 1 2 月 ６ 日 提 出 

屋 久 島 町 長   荒 木  耕 治 











１　追加

起 債 の 目 的

道路メンテナンス事業（第５号橋・宮之
浦循環１号支線）

道路メンテナンス事業（向江橋・永田中
央線）

道路メンテナンス事業（湊橋・一湊海岸
線）

道路メンテナンス事業（安房第５号橋・
安房主要幹線）

道路メンテナンス事業（二又川橋・尾之
間中央線）

単独公共土木施設災害復旧事業（町道松
峯主要幹線2号線道路）

単独公共土木施設災害復旧事業（町道松
峯主要幹線3号線道路）

単独公共土木施設災害復旧事業（町道安
房中学校線支線道路）

単独公共土木施設災害復旧事業（町道平
瀬線）

単独公共土木施設災害復旧事業（町道浜
之上線）

単独公共土木施設災害復旧事業（町道一
湊吉田線）

単独公共土木施設災害復旧事業（町道吉
田海岸線）

単独公共土木施設災害復旧事業（町道鳥
越線）
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第４表　　地方債補正

限　度　額 起債の方法 利　　　率 償還の方法

千円

年5.0％以内

（ただし、利率見直し方式で借り入
れる資金について、利率見直しを
行った後においては当該見直し後の
利率）

　政府資金はその貸付条件により、銀行その他の
資金については債権者との協定によるものとす
る。
　ただし、財政の都合により措置期間中であって
も繰上償還し、償還期限を短縮し、又は低利に借
り換えることができるものとする。
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